
◆　ふるさと上越寄附金（ふるさと納税）とは

　※ 控除される金額は、所得や家族構成などに応じて一定の上限があります。

　※ 給与所得者等の確定申告をしない方は、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告不要で税額控除を受けられます。

　上越市版ふるさと納税制度「ふるさと上越応援寄附金」は、上越市を想い、その発展に貢献したい、応援したいと願う気

持ちを寄附金として贈っていただく制度です。上越市へ寄附いただくと、翌年に確定申告を行うことで、寄附額のうち

2,000円を越える部分については、お住いの自治体の住民税等から税金が控除されます。

　上越市の発展、よりよい未来の実現に向け、皆様からの温かいご支援をお待ちしています。

新潟県 上越市 財務部用地管財課
詳しくは裏面をご覧ください

第14回 えちご・くびき野100kmマラソン

ふるさと上越応援寄附金 で エントリー しませんか？

※写真はえちご・くびき野100kmマラソン実行委員会提供



　◆　えちご・くびき野100kmマラソンの出走権をお礼の品として贈呈します
　【概要】

　【お礼の品の詳細】

B：60kmの部出走権（1名分）+上越市所有の宿泊施設利用券1枚（1万円分）

　【お申込みできる方】

B（60kmの部）の品  ：上越市外に在住の方で、9万5千円以上寄附される方

　【募集期間】

　◆　お申込み方法等

　【お申込み方法と流れ】

　 ①

　 ②

　 ③

　【寄附申込書の入手方法】

　【ご注意】

　 ○

○

○

　 ○

　◆　寄附金の活用方法
　

　

　

　◆　その他お礼品

　◆　問い合わせ先

上越市役所 財務部 用地管財課 財産運用室

〒943-8601　新潟県上越市木田1-1-3 TEL　025-520-5642 ／ FAX　025-526-6114

HP：https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/zaisan/furusatonouzei-jouetushi.html　

※

　※予定しているエントリー枠が定員になり次第、締め切らせていただきます。

　ふるさと上越応援寄附金（ふるさと納税）のお礼の品として、令和4年10月9日（日）に開催する「第

14回えちご・くびき野100kmマラソン」の出走権をお贈りします。

A：100kmの部出走権（1名分）+上越市所有の宿泊施設利用券1枚（1万円分）

令和4年4月1日（金）～令和4年6月30日（木）

　※通常のエントリー期間とは異なりますので、ご注意ください。

〈利用券の対象となる宿泊施設〉

・ゑしんの里やすらぎ荘（上越市板倉区久々野 1624-1）　　・うみてらす名立（上越市名立区名立大町4280-1）

・マリンホテルハマナス（上越市柿崎区上下浜262）　　　　・くわどり湯ったり村（上越市皆口601）

・牧湯の里深山荘（上越市牧区宇津俣285）　　　　　　　　・スカイトピア遊ランド（上越市吉川区坪野1458-2）

A（100kmの部）の品：上越市外に在住の方で、12万円以上寄附される方

天候不良等で大会が中止となった場合や、寄附者のご都合で不参加とした場合等であっても、寄附金の返還は致し

ません。

　「えちご・くびき野100kmマラソン出走権」以外にも、寄附者へのお礼品として「水族博物館うみがたり」等の公共

施設の入場券や「えちごトキめきリゾート雪月花乗車券」などをご用意しております。詳しくは上越市ホームページを

ご覧ください。

えちご・くびき野100kmマラソンの大会概要、規則などに関することは、実行委員会事務局

（上越市教育プラザ内：025-520-9127）へお問い合わせください。

令和4年4月1日（金）以降、お礼の品に「100kmマラソン出走権」を選択の上、上越市ホームページ上の「申込み

フォーム」によりお申込みいただくか、所定の寄附申込書に必要事項を記入し、郵便、FAX等でお送りください。

寄附申込み受付後、市から寄附金の振込み用紙、100kmマラソンのエントリー用紙等を送付しますので、寄附金を

ご入金いただくとともに、100kmマラソンのエントリー用紙に必要事項を記入し、市へ返送ください。

『寄附金の入金』、『エントリー用紙の受領』の両方の確認ができた後、出走エントリー受付とさせていただきま

す。出走エントリー完了後は、通常の参加者と同様、100kmマラソン実行委員会事務局からご案内等をさせていた

だきます。

RUNNET（ランネット）での寄附申込みはできません。

寄附の申込み前に、RUNNET（ランネット）で出走エントリーし、参加費をお支払い済みの場合、後からふるさと

納税を通じた出走エントリーに切り替えることや、すでにお支払い済みの参加費を払い戻すことはできません。

　ふるさと納税制度による寄附は、寄附金の活用方法（使い道）をお選びいただくことが可能です。

　上越市では、スポーツ振興や出産・子育て支援、教育環境の整備など複数の事業・分野をご用意しています。詳しく

は上越市ホームページをご覧ください。

宿泊利用券は、大会参加に合わせた利用だけでなく、有効期限内（発行日から1年と6か月間）であればいつでもお

使いいただけます（施設の休館日等を除く）。

　上越市ホームページから様式をダウンロードできます。 もしくは、下記のお問合せ先までご連絡いただければ、申込

書を郵送、メール等でお送りさせていただきます。

詳しくは裏面をご覧ください


